
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみステーション施設整備補助金制度 
 

制度の概要 

地域の良好な生活環境の向上を図るため、一般家庭 

から出るごみを収容するための施設の購入及び設置

に対して補助金を交付します。 

交付対象となる施設 

次の要件をいずれも満たす施設に対して補助します。 

 （１）構造上設置から 3 年以上使用できる耐久性があるもの。 

 （２）原則 10 世帯以上が利用する施設で、利用世帯のごみが収容できる大きさのもの。  

 （３）衛生的かつ鳥獣等によるごみの散乱を防止できる構造のもの。  

 （４）ごみステーションに設置されるもので、管理者又は利用者により適切に管理されるもの。  

 （５）土地等の占用・使用許可又は土地を使用することにつき権原を有する者の承諾を得られ 

た場所に設置されるもの。 

補助金の額 

設置費用（消費税を含む）の 2 分の 1（100 円未満の端数は切り捨て） 

 限度額 50,000 円 

 ※年度内で先着 20 件まで 

 ※原則、年度内で 1 町内自治会等に対し 1 件（ごみかご１台）まで 

 ※他の補助制度を利用して購入する施設は対象外。 

設置前の注意と確認のお願い 

（設置前の注意） 

設置する前に施設設置予定の土地の所有者または管理者を調べ、土地の使用が可能か 

どうかを確認し許可をもらってください。 

    土地の所有者については、法務局で土地の履歴事項全部証明書（登記簿謄本）を 

取得してご確認ください！ 

（確認のお願い） 

昨年、道路上に設置されていたごみ籠が原因と考えられる交通事故が発生しました。 

町内自治会の皆様におかれましては、道路上に設置しているごみ籠が交通 

の妨げになっていないか、または、事故につながる恐れがないかを今一度 

確認していただきますようお願いいたします。 

地域の皆様の利便性や安全性の確保のため、新たな場所にごみ籠を設置 

する場合は、「ごみステーション施設整備補助金」の活用をご検討ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係書類の確認後、指定の口座へ補助金を振り込みます。 

ごみステーション施設の補助金交付までの流れ 

１.申請書の取り寄せ 熊本市のホームページからダウンロードするか廃棄物計画課へ電話連絡

等によって補助金申請に必要な書類を入手してください。 

２.申請書の提出 

 

【提出先】 廃棄物計画課 

  

設置及び購入先が決定したら関係書類を窓口に直接提出してください。 

【提出書類】 

① ごみステーション施設整備補助金交付申請書（様式第 1 号） 

② 設置見積書 

③ 設置場所の位置案内図（公図・測量図等で発行から 1 年以内のもの） 

④ 土地等の占用・使用許可書の写し又は土地を使用することにつき 

権原を有する者の承諾書 

⑤ 土地の履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

※申請内容に変更が生じた場合又は事業を中止しようとする場合は、変更交付申請書

又は交付申請取下書の提出が必要になります。 

４.施設設置及び購入 ごみステーション施設整備補助金交付決定通知書（様式第 2 号）の 

確認後、施設の設置及び購入を開始してください。 

3.決定通知書の送付 

廃棄物計画課 

↓ 

町内自治会 

補助金の交付を決定したときは、次の書類を送付します。 

・ごみステーション施設整備補助金交付決定通知書（様式第 2 号） 

5.請求書及び完了届

の提出 

 

【提出先】 廃棄物計画課 

  

施設の設置完了後、関係書類を窓口に直接提出してください。 

【提出書類】 

① ごみステーション施設整備補助金交付請求書及び受領委任書 

（様式第 9 号） 

② ごみステーション施設設置完了報告書（様式第 7 号）  

③ 領収書 

④ 完成写真 

⑤ 通帳の写し 

【お問い合わせ】     廃棄物計画課 地域支援班   ０９６－３２８－2359  


